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令和７年第３回長与町議会定例会会期日程（案） 

 

◎  会 期  ９月２日（火） ～ ９月１９日（金） １８日間 

月 日 曜 時  間 区 分 備       考 

９ 

２ 火 ９：３０ 本会議 

議長報告、行政報告、報告事項 

議案上程（提案理由説明） 

（全員協議会） 

３ 水 ９：３０ 本会議 

一般質問（５名） 

（午前）金子議員・岡田議員 

（午後）八木議員・西岡議員 

    堤議員 

４ 木 ９：３０ 本会議 

一般質問（３名） 

（午前）中村議員・下町議員 

（午後）松林議員 

５ 金 ９：３０ 本会議 
議案に対する質疑・採決（委員会付託以外の議案） 

議案に対する質疑･付託（委員会付託議案） 
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８ 月 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

９ 火 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１０ 水 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１１ 木 ９：３０ 委員会 付託案件審査 
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◎一般質問通告一覧（令和７年第３回長与町議会定例会）   令和７年９月 
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５ １３番 堤     理 志   議 員 
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６ ９番 中 村  美 穂     議 員 
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７ １番 下 町  純 子   議 員 
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８  ６番 松 林    敏   議 員 
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令和７年第３回長与町議会定例会 

議事日程（第１号） 

 令和７年９月２日（火） 

午前９時３０分 開議  

 

日程 議案番号 件        名 備 考 

１ ― 会議録署名議員の指名 
 

２ ― 会期の決定 
 

３ ― 議長報告 
 

４ ― 行政報告 
 

５ 報告10 
令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい

て 
 

６ 報告11 和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について  

７ 報告12 和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について  

８ ４８ 
長与町議会議員及び長与町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部を改正する条例 
 

９ ４９ 
長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例 
 

１０ ５０ 
長与町水道給水条例及び長与町公共下水道条例の一部を改正する条

例 
 

１１ ５１ 
長与町新図書館等複合施設建設工事（太陽光）請負契約の締結につ

いて 
 

１２ ５２ 中尾城公園遊具更新工事請負契約の締結について  

１３ ５３ 町道路線の廃止について  

１４ ５４ 町道路線の認定について  

１５ ５５ 令和７年度長与町一般会計補正予算（第３号）  

１６ ５６ 令和７年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）  

１７ ５７  令和７年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）  

１８ ５８ 令和７年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号）  

１９ ５９ 
令和７度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正予

算（第１号） 
 

２０ ６０ 令和６年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について  

２１ ６１ 
令和６年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 
 

 



 

２２ ６２ 
令和６年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

２３ ６３ 令和６年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 
 

２４ ６４ 
令和６年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 

２５ ６５ 令和６年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定について 
 

２６ ６６ 令和６年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定について 
 

２７ ６７ 長与町教育委員会委員の任命について 
 

２８ ６８ 人権擁護委員の推薦について 
 

２９ ６９ 長与町農業委員会委員の任命について 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 



○議長（安藤克彦議員） 

皆さんおはようございます。ただ今から令和７年第３回長与町議会定例会を開会いた

します。 

これから本日の会議を開きます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、５番八木亮三議員、６番松林

敏議員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定の件を議題とします。お諮りします。本定例会の会期は本日か

ら９月１９日までの１８日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月１９日までの１８日間に決定しま

した。 

日程第３、議長報告を行います。議長報告でありますが、お手元に配布したとおりで

あります。次に請願、陳情について申し上げます。請願、陳情はありません。 

日程第４、行政報告を行います。行政報告の発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さんおはようございます。行政報告に入ります前にでございますけれども、今回発

生いたしました不適切な事務処理に伴い、県より受け入れる予定としておりました令和

６年度の補助金の一部に不足額を生じさせた事案につきまして、議員各位をはじめ町民

の皆さまの信頼を損なうことになりましたことに深くおわびを申し上げます。概要とい

たしましては、既に公表させていただいている内容とはなりますけれども、今回対象で

ありました長崎県の補助金の交付要件につきまして、長与町から対象者への資金交付期

限が令和７年３月末日となっているところを、伝票処理における支出負担行為を３月中

に完了することで４月の振り込みであっても要件を満たすものと誤認していたことによ

り、補助の対象外となりました。また事務処理を行う過程におきまして、当該補助金に

関する県からの文書を未収受、未起案のまま施行するなど、公文書の処理に不適切な取

り扱いが見られたことから、担当職員ならびに管理職員に対しまして、令和７年７月２

８日付で懲戒処分を行っております。処分内容につきましては、担当職員を減給１０分

の１、２カ月間、担当課長を減給１０分の１、１カ月間、当時の担当部長を戒告とした

ところでございます。今回の事案を受けまして、全職員に対し服務規律の徹底と法令順

守について指示をしたところでございます。再発防止に万全を期すとともに、全職員が

一丸となって町民の皆さまからの信頼回復に取り組んでまいる所存でございます。 

それでは行政報告をさせていただきます。本日は令和７年第３回長与町議会定例会を

お願いいたしましたところ、議員各位には大変ご多用の中にご出席を賜り厚くお礼を申

し上げるところでございます。本日から開会をしていただくわけでございますが、本議



会におきましても令和６年度一般会計をはじめ、各会計の歳入歳出決算の認定について

など多くの議案をお願いをいたしております。長期間になることと存じますが、ご審議

を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。それでは、６月から８月にかけまして

お手元に資料を配布させていただいておりますので、主要な部分のみご報告させていた

だきます。まず６月でございますが、１日には町民一斉清掃を実施をいたしました。各

地域の道路や公園、空き地などの除草や側溝の清掃など町内全域におきまして多くの町

民の皆さまにご参加をいただきました。ご協力いただきました町民の皆さまには心より

感謝を申し上げたいと思っております。１１日には株式会社ゼンリンと災害時における

地図製品等の供給等に関する協定を締結をいたしております。本協定は、災害時におき

まして、最新の住宅地図等を提供していただけるものであり、本町の防災力の強化につ

ながるものと期待をしております。１９日には国道２０７号の整備促進、高田南土地区

画整理事業および都市計画道路西高田線の整備促進について国土交通省等へ要望を行っ

ております。７月に入りまして、６日には長与町消防団夏季訓練を実施をいたしました。

今回は火災発生時に迅速かつ適切な対応を行うために、町内各分団参加の下、最も基本

的なホース延長操作訓練を兼ねて放水競技大会を行っております。町民の生命と財産を

守るべく日頃からご尽力いただいております消防団をはじめ関係者の皆さまには、心よ

り感謝を申し上げる次第でございます。７日から１０日にかけましては、姉妹都市のア

メリカ合衆国コネチカット州ウェザースフィールド町からマシュー・フォレスト副町長

ご夫妻の公式訪問を受け入れました。本町滞在中は、歓迎レセプション、経済交流、町

内中学校等においての教育交流および被爆者の方々との平和交流を行いました。今回の

公式訪問を通しまして、両町の交流を今後も継続して行うことを確認をいたしておりま

す。８日には、株式会社翔薬長崎営業部と健康づくりの推進における連携協定の締結式

を執り行いました。本協定は、町民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小に取り組むこと

となっておりまして、本町が目指すまちづくりの実現に向け大変大きな力になるものと

期待をしておるところでございます。２２日には、三宝商事株式会社と災害時における

施設利用および物資供給に関する協定の締結式を執り行っております。本協定は、災害

時における施設利用や被災者への物資供給の支援を頂けるものであり、本町の被災者支

援体制の充実につながるものと期待をしております。８月に入りまして、９日には平和

コンサートinながよが開催されました。本年は被爆８０周年という節目の年でもあり、

目的を同じくする平和の集いを合同開催しております。小中高生による平和の朗読、そ

して平和の尊さや戦争の惨禍の記憶を風化させることがないよう、音楽に祈りを込め長

与町から平和への思いを発信をいたしました。１８日には長崎県および長崎県議会へ安

藤議長にご同行いただき要望活動を行っております。この要望は、大石知事および外間

県議会議長に対しまして本町の抱える課題につきましてご理解をいただくとともに、そ

の解決に向け強く要望を行うもので、一般国道２０７号の整備、中学校部活動の地域展

開に伴う財源の確保、子育て世帯支援を目的とした学校給食費の補助に必要な財源の確



保の重点要望項目を含め９項目をお願いしたところでございます。今後も県に対しまし

て働きかけを行い、要望項目の解決に取り組んでまいります。２４日には長与川まつり

が開催され、午前中には川の恵みへの感謝と町民の安全と繁栄を祈願する神事を執り行

い、また自治会や関係団体、地元企業のご協力により長与川の清掃活動を実施をいたし

ました。夕方からは町内外から多くの皆さまにご来場いただき、ステージイベントや出

店、打ち上げ花火など夏の夜のひとときを楽しく過ごしていただきました。事前準備を

含め多くの方々にご協力を賜り、心より感謝申し上げる次第でございます。また行政報

告には載せておりませんけれども、先月まで開催されておりました全国高等学校総合体

育大会におきまして、県立長崎北陽台高等学校登山部の女子が全国優勝、男子が全国４

位といううれしいお知らせが届いております。若い力の活躍は本町にとりまして誠に誇

らしく喜ばしい限りでございます。今後の活躍に期待するところでございます。その他

お手元に配布のとおり多くの会議、事業等があっております。次に載せております５,０

００万円未満の入札結果と併せましてご参照をいただければと存じます。以上で行政報

告を終わらせていただきます。 

○議長（安藤克彦議員） 

日程第５、報告１０令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告

についてから、日程第７、報告１２和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告

についてまでの３件の発言を許します。 

町長。 

○町長（吉田愼一君） 

報告１０から報告１２につきましては所管より報告をさせていただきます。 

○議長（安藤克彦議員） 

中村企画財政部理事。 

○企画財政部理事（中村元則君） 

皆さまおはようございます。報告１０令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資

金不足比率につきまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項およ

び第２２条第１項の規定により、監査委員の意見を付けて報告いたします。１.健全化判

断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率および将来負担比率では比率が算出されず、

実質公債費比率は８.０％でございました。この比率につきましても、早期健全化基準お

よび財政再生基準を下回っております。また、２.資金不足比率は、水道事業会計、下水

道事業会計および長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計のいずれの会計も

実質赤字に相当する資金の不足額はなく、資金不足比率は算出されておりません。以上

で報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

荒木教育次長。 

○教育次長（荒木隆君） 



皆さまおはようございます。報告１１和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分に

つきまして報告いたします。本報告は、本町吉無田郷で発生した物損事故に係るもので、

和解および損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より、令和７年６月２４日に専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により報告

するものでございます。事故の概要ですが、令和７年５月１３日午後４時頃、移動図書

館による書籍の貸出返却等業務を行う際に、本町が所有し公益社団法人長崎県シルバー

人材センター連合会の派遣会員が運転する車両が敷地へ進入後、方向転換した際に施設

の屋根雨どいに車体左後方部分が接触し、雨どいの一部を破損させたものでございます。

その後、相手方と示談交渉を進めた結果、和解することで合意を得ております。和解の

内容につきましては、町の過失割合を１０割とし、その損害を賠償するものであり、今

後本件事故に関し本町と相手方の間には一切の債権債務関係がないことを確認するもの

でございます。この和解による損害賠償の額は８万２,５００円でございます。なお、事

故後直ちに当事者および関連業務従事者への注意喚起を行っております。今後も引き続

き、交通法規の順守、安全運転の徹底に努めてまいります。以上で報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

山﨑建設産業部長。 

○建設産業部長（山﨑禎三君） 

皆さまおはようございます。報告１２和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分に

つきましてご報告いたします。本報告は、時津町浦郷で発生いたしました物損事故に係

るもので、和解および損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法第１８０条

第１項の規定により、令和７年７月２５日に専決処分を行いましたので、同条第２項の

規定により報告するものでございます。なお、和解および損害賠償の相手方につきまし

ては、損害を与えている点を考慮いたしまして氏名等を黒塗りとしております。事故の

概要でございますが、令和７年６月４日午前９時３３分頃、本町の職員が時津町浦郷の

時津警察署敷地内の駐車場におきまして、駐車枠内へ公用車を駐車する際に、正面へ駐

車しておりました相手方車両に衝突し破損させたものでございます。その後、相手方と

示談交渉を進めました結果、和解することで合意を得ております。和解の内容につきま

しては、町の過失割合を１０割とし、その損害を賠償するものでございまして、今後本

件事故に関し本町と相手方の間には一切の債権関係がないことを確認するものでござい

ます。この和解による損害賠償の額は３１万３,０６０円でございます。なお、事故後直

ちに当事者および関連業務従事者への注意喚起を行っております。今後も引き続き、交

通法規の順守、交通安全運転の徹底に努めてまいります。以上で報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

日程第８、議案第４８号長与町議会議員及び長与町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部を改正する条例から、日程第１４、議案第５４号町道路線の認

定についてまでの７件を一括議題とします。ただ今一括議題とした議案について提案理



由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それではただ今一括議題となりました議案第４８号から第５４号につきまして提案理

由を申し上げます。初めに、議案第４８号長与町議会議員及び長与町長の選挙における

選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして。本議案は、公職

選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、長与町議会議員および長与町長の選

挙における公費負担の限度額に係る所要の改正を行うものでございます。第８条につき

ましては選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額を、第１１条につきましては選挙運

動用ポスターの作成の公費負担の限度額を引き上げるものでございます。なお附則につ

きましては、第１項は本条例の施行期日を公布の日からとし、第２項では施行日以後そ

の期日を告示される選挙について適用することとしておるところでございます。 

続きまして、議案第４９号長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例につきまして。本議案は、地方公務員の育児休業等に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴い、部分休業に係る職員の給与の減額につきまして、

所要の改正を行うものでございます。なお、改正内容につきましては、減額の対象とな

る部分休業について、現行の１日の勤務時間の一部を、全部又は一部に改めるものでご

ざいます。なお附則につきましては、施行日を令和７年１０月１日としておるところで

ございます。 

続きまして、議案第５０号長与町水道給水条例及び長与町公共下水道条例の一部を改

正する条例につきましてでございます。本議案は、令和６年能登半島地震を受け、災害

その他非常の場合におきまして、町長が認める時は、他の市町村長の指定を受けた者等

が給水装置および排水設備に関する工事ができるよう、所要の改正を行うものでござい

ます。改正の内容といたしましては、第１条につきましては、長与町水道給水条例にお

きまして、他の市町村長または他の市町村長の指定を受けた給水装置工事事業者による

給水装置工事の施行を可能とするよう、所要の改正を行うものでございます。第２条に

つきましては、長与町公共下水道条例におきまして、他の市町村長の指定を受けた指定

排水設備工事店による排水設備工事の施行を可能とするよう、所要の改正を行うもので

ございます。なお附則につきましては、施行日を公布の日としております。 

続きまして、議案第５１号長与町新図書館等複合施設建設工事（太陽光）請負契約の

締結につきましてでございます。本工事請負契約は、７月２９日に指名業者１４社によ

る指名競争入札を実施をいたしました。長崎運送株式会社が６,３５３万２,７００円で

落札をいたしております。本工事請負契約を締結いたしたく、地方自治法第９６条第１

項第５号および議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。契約の相手方は、長

崎市西泊町２２番３８号、長崎運送株式会社、代表取締役早石朝廣、資本金は１億円で



ございます。工事の概要といたしましては、長与町新図書館等複合施設の太陽光発電設

備工事として、発電設備、集中検針設備、構内配線線路の工事を行うものでございます。

工期は令和８年１０月３０日までの予定でございます。なお参考図面として平面図等を

添付しておりますので、ご参照をよろしくお願いします。 

続きまして、議案第５２号中尾城公園遊具更新工事請負契約の締結につきましてでご

ざいます。本工事請負契約は、８月８日に指名業者１８社による指名競争入札を実施を

いたしまして、株式会社高谷が１億６,１２０万５,０００円で落札をいたしておりまし

たので、本工事請負契約を締結いたしたく、地方自治法第９６条第１項第５号および議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によりまし

て、議会の議決をお願いするものでございます。契約の相手方ですけれども、長崎市女

の都四丁目６番１２号、株式会社高谷、代表取締役髙谷重紀、資本金２,０００万円でご

ざいます。工事の概要といたしましては、吉無田郷の中尾城公園におきまして、スパイ

ラルスライダーの撤去をはじめ、遊具更新工事を行うものでございます。なお参考図面

といたしまして平面図等を添付しておりますので、ご参照をよろしくお願いします。 

続きまして、議案第５３号町道路線の廃止につきまして。本議案は、道路法第１０条

第３項の規定によりまして、町道路線の廃止をお願いするものでございます。議案の後

に、参考資料といたしまして町道廃止路線一覧、廃止路線平面図を添付しております。

図面には起点を丸、終点を三角で表示しておりますのでご参照ください。対象となる路

線につきましては、令和７年６月２５日に民間事業者と締結をいたしました長与町斉藤

郷西側埋立地への事業所配置の立地協定書に基づき、現町道を廃止する路線番号８１７

の長与港西側４号線、１路線でございます。 

続きまして、議案第５４号町道路線の認定につきましてでございます。本議案は道路

法第８条第２項の規定によりまして、町道路線の認定をお願いするものでございます。

議案の後に、参考資料といたしまして町道認定路線一覧、認定路線平面図を添付してお

ります。図面には起点を丸、終点を三角で表示しておりますのでご参照ください。対象

となる路線でございますけれども、嬉里・丸田宅地開発の道路整備に伴い、新たに認定

をする路線番号１４０８のヒナタヒルズ１２号線、１路線でございます。 

以上が議案第４８号から第５４号の提案理由でございます。ご審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（安藤克彦議員） 

日程第１５、議案第５５号令和７年度長与町一般会計補正予算（第３号）から日程第

１９、議案第５９号令和７年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正

予算（第１号）までの５件を一括議題とします。ただ今一括議題とした議案について提

案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（吉田愼一君） 



それでは、ただ今一括議題となりました議案第５５号から第５９号につきまして提案

理由を申し述べます。初めに、議案第５５号令和７年度長与町一般会計補正予算（第３

号）につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、既定の予算総

額に歳入歳出それぞれ９,１９７万２,０００円を追加いたしまして、補正後の総額を１

６９億９,２９１万円とするものでございます。補正の内容につきまして、２ページから

の第１表歳入歳出予算補正によりご説明を申し上げます。歳入の９款地方特例交付金は、

交付額の確定に伴い増額。１０款地方交付税は、今年度における普通交付税の決定に伴

い、現予算との差額分を増額をしておるところでございます。１４款国庫支出金は過年

度決算額の確定に伴い、児童手当負担金および出産・子育て応援事業費補助金の精算金

を計上をしております。１７款寄附金でございます。社会福祉費寄附金を計上しており

ます。１８款繰入金は、介護保険特別会計繰入金を増額する他、減債基金への繰り戻し

を計上しております。１９款繰越金は、本補正予算の財源調整として計上をしておりま

す。２０款諸収入でございます。病児・病後児保育事業負担金の過年度返還金の他、公

用車の電気自動車導入に伴うクリーンエネルギー自動車導入促進補助金を計上をしてお

るところでございます。続きまして３ページの歳出について、主なものをご説明申し上

げます。２款総務費は、遺贈寄附物件に伴う不動産鑑定委託料を増額する他、企業立地

に伴う土地分筆登記業務委託料および西側埋立地整備工事費等を計上をしておるところ

でございます。３款民生費でございます。社会福祉費寄附金を活用した備品購入費を計

上する他、各種事業費確定に伴う過年度返還金等を計上しております。４款衛生費は、

同じく各種事業費確定に伴う過年度返還金を計上しておるところでございます。５款労

働費は、勤労青少年ホームの施設整備における修繕および負担金を計上。６款農林水産

業費は、岡北土地改良区等における農道等補修工事費を増額をしております。８款土木

費は、土地区画整理事業特別会計の繰越金計上に伴い、当該特別会計繰出金を減額。１

０款教育費は、長与皿山付近での窯跡発見に伴い、用地購入ならびに調査準備費を新た

に計上する他、町民体育館等各施設の修繕費を増額をしておるところでございます。４

ページをお開きください。第２表債務負担行為補正では、納付書処理業務委託につきま

して債務負担行為をお願いいたしております。以上が補正予算の主な内容でございます。

議案の後に補正予算に関する説明書を添付しておりますので、ご参照をよろしくお願い

します。 

続きまして、議案第５６号令和７年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

につきまして申し上げます。予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、既定

の予算総額に歳入歳出それぞれ４,７７３万８,０００円を追加いたしまして、補正後の

総額を４４億２,５１１万７,０００円とするものでございます。それでは歳入につきま

してご説明申し上げます。予算書の２ページをお開きください。６款１項繰越金は、前

年度決算に伴い確定した繰越額を計上をしております。次に歳出についてご説明を申し

上げます。３ページをお開きください。８款１項予備費は、収支の調整として４,７７３



万８,０００円を計上しております。以上が補正予算の内容でございます。議案の後に補

正予算に関する説明書を添付しておりますので、ご参照をお願いいたします。 

続きまして、議案第５７号令和７年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）につきまして申し上げます。予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、

既定の予算総額に歳入歳出それぞれ５３万９,０００円を追加いたしまして、補正後の予

算の総額を７億６,８２３万円とするものでございます。それでは歳入についてご説明を

申し上げます。予算書の２ページをお開きください。４款１項繰越金は、前年度決算に

伴い確定した繰越額を計上をいたしております。次に歳出についてご説明を申し上げま

す。３ページをお開きください。２款１項後期高齢者医療広域連合納付金は、前年度か

らの繰越金のうち、出納整理期間に収納した前年度分の保険料を長崎県後期高齢者医療

広域連合へ納付するもので、５３万９,０００円を計上いたしております。以上が補正予

算の内容でございます。議案の後に補正予算に関する説明書を添付しておりますので、

ご参照をよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、議案第５８号令和７年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

つきましてでございます。予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、保険事

業勘定におきまして、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２億３,８３９万２,０００円

を追加いたしまして、補正後の総額を３５億４,９６５万５,０００円とし、介護サービ

ス事業勘定におきましては、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３１８万９,０００円を

追加いたしまして、補正後の総額を３,５６９万円とするものでございます。補正の内容

につきましては２ページからの第１表歳入歳出予算補正によりご説明を申し上げます。

保険事業勘定の歳入につきまして、３款２項国庫補助金は、令和７年度介護保険保険者

機能強化推進交付金および介護保険保険者努力支援交付金の確定に伴い増額するもので

ございます。７款１項一般会計繰入金は、介護報酬改定等に伴うシステム改修補助金の

確定に伴い、一般会計から繰り入れるものでございます。８款１項繰越金は、前年度決

算に伴い確定した繰越額を計上をしておるところでございます。次に歳出についてご説

明を申し上げます。３ページをお開きください。３款１項介護予防・生活支援サービス

事業費は、一般財源から国庫支出金への財源組替を行うものでございます。６款１項償

還金及び還付加算金は、令和６年度の介護給付費および地域支援事業費に係る国県およ

び支払基金の交付額の確定に伴う返還金でございます。６款２項繰出金は、令和７年度

介護保険保険者機能強化推進交付金の確定に伴い、一般会計への繰出金を増額するもの

でございます。７款１項予備費は、収支の調整といたしまして１億９,５８８万３,００

０円を計上をしております。次に４ページをお開きください。介護サービス事業勘定の

歳入につきましては、２款１項繰越金は前年度決算に伴い確定した繰越額を計上してお

ります。５ページをお開きください。２款１項予備費は、歳入の補正額を予備費として

計上するものでございます。以上が補正予算の内容でございます。議案の後に補正予算

に関する説明書を添付しておりますので、ご参照をよろしくお願いいたします。 



続きまして、議案第５９号令和７年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別

会計補正予算（第１号）につきまして申し上げます。予算書の１ページをお開きくださ

い。今回の補正は、既定の予算の総額４億２,２２２万７,０００円は変更せず、歳入予

算の財源の組み替えを行うものでございます。補正の主な内容につきまして２ページか

らの第１表歳入歳出予算補正によりご説明を申し上げます。歳入につきましては、３款

１項一般会計繰入金を１３万８,０００円減額し、４款１項繰越金を１３万８,０００円

増額いたします。内容といたしましては、前年度決算による繰越金の補正に伴い、財源

組替を行うものでございます。次に３ページをお開きください。歳出については補正は

ございません。以上が補正予算の主な内容でございます。議案の後に補正予算に関する

説明書を添付しておりますので、ご参照をよろしくお願いします。 

以上が議案第５５号から第５９号までの提案理由でございます。ご審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（安藤克彦議員） 

日程第２０、議案第６０号令和６年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定についてか

ら、日程第２６、議案第６６号令和６年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定

についてまでの７件を一括議題とします。ただ今一括議題とした議案について提案理由

の説明を求めます。 

町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それではただ今一括議題となりました議案第６０号から第６６号につきまして提案理

由を申し上げます。まず、議案第６０号令和６年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定

についてから、議案第６４号令和６年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別

会計歳入歳出決算の認定についてまでの議案５件につきまして、提案理由を申し上げた

いと思っております。本議案は地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監

査委員の決算審査意見書を付けまして議会の認定に付するものでございます。決算額と

いたしましては、一般会計が歳入総額１７０億５,２３４万６,２２２円、歳出総計１５

９億３,２６５万８,３１２円。国民健康保険特別会計が、歳入総額４０億３,５００万２,

２８５円、歳出総額３９億８,７２６万２,８８９円。後期高齢者医療特別会計が、歳入

総額７億４,４４１万６,０５９円、歳出総額７億４,３８７万６,８５９円。介護保険特

別会計の保険事業勘定では、歳入総額３３億２４４万２,３６２円、歳出総額３０億５,

４５０万８,２００円。同じく介護サービス事業勘定では、歳入総額３,０９４万８,１８

５円、歳出総額２,７７５万７,６１９円。土地区画整理事業特別会計では、歳入総額２

１億４,９５４万６７１円、歳出総額２１億４,９４０万９７６円となっております。 

次に、議案第６５号令和６年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定について、

および議案第６６号令和６年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定についての

議案２件につきまして、提案理由を申し上げます。本議案は地方公営企業法第３２条第



２項の規定に基づく剰余金処分、併せまして同法第３０条第４項の規定に基づく決算を

監査委員の決算審査意見書を付けまして、議会の認定に付するものでございます。その

内訳といたしまして、水道事業におきましては、事業収益８億１６７万５,６５２円、事

業費用７億２,１５６万８,０３８円、資本的収入２億１,６７７万８,７１５円、資本的

支出４億８,７２８万７５７円、当年度純利益および当年度未処分利益剰余金ともに５,

４３１万５,２７８円。下水道事業におきましては、事業収益９億８,３２４万９,２１０

円、事業費用９億１,４６３万９,８２６円、資本的収入１億７,００７万４２８円、資本

的支出４億９８９万３,５８６円、当年度純利益および当年度未処分利益剰余金ともに５,

４７５万４,０５３円となっております。以上が議案第６０号から第６６号までの各会計

の決算等の説明でございます。なお詳細につきましては、一般会計、特別会計におきま

しては歳入歳出決算事項別明細書および主要な施策の成果に関する報告書、企業会計に

おきましては決算附属書類を添付しておりますので、ご参照をよろしくお願いします。

以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に代表監査委員に決算審査の報告を求めます。 

岩本代表監査委員。 

○代表監査委員（岩本健君） 

おはようございます。代表監査委員の岩本です。よろしくお願いします。地方自治法

第２３３条第２項および第２０１条第５項の規定により、令和６年度長与町一般会計お

よび各特別会計の歳入歳出決算ならびに基金について審査した結果を報告いたします。

意見書の１ページをお開きください。審査の対象として、令和６年度の長与町一般会計、

国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、長崎都市計画事

業長与町土地区画整理事業特別会計の歳入歳出決算と基金の運用状況について、令和７

年７月４日から７月１７日までの期間で実施いたしました。審査の方法は、町長から提

出された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、

財産に関する調書および各基金の運用状況を示す書類について、会計管理者、各部長と

関係職員の説明を聴取し、関係法令に準拠し調製されているか、財政運営は健全か、財

政の管理運営は適正であるか、予算が適正かつ効率的に執行されているかなどに主眼を

置き、関係帳簿等の書類審査、さらに現地調査、備品調査を実施し、慎重に審査を行い

ました。審査に付された関係資料等を審査した結果、一般会計および特別会計決算は、

関係法令に準拠し作成され、決算計数は誤りがないものと認めました。各基金の運用状

況を示す書類の計数についても、関係諸帳簿と証拠書類は符合しており、誤りのないも

のと認めました。しかしながら、建設産業部の補助金の事務処理において不適切な処理

があり、後日随時監査を実施いたしました。長与町の財政状況は健全化が図られており

ますけれども、より一層の健全財政を堅持していただきたい。なお、各会計と基金およ

び町債の審査状況につきましては２ページから２２ページに、審査に係る意見は３５、



３６ページに記載しておりますのでご参照ください。続きまして、地方公営企業法第３

０条第２項の規定により、令和６年度長与町水道事業会計、下水道事業会計の決算につ

いて審査した結果を報告いたします。審査の期間は令和７年７月１日、２日に実施いた

しました。審査の方法は、町長から提出された決算報告書および財務諸表、決算付属書

類など政令で定められた書類について、水道局長、同関係職員および会計管理者の説明

を聴取し、決算計数の確認および分析を行い、経営成績、財政状態の把握、経済性や公

共性を主眼として審査を行いました。審査の結果として、各会計の決算書および決算諸

表ならびに証拠書類は地方公営企業法および関係法令に準拠して作成され、令和６年度

における経営成績および財政状況は適正に表示されていると認めました。ただし、今後

インフラの老朽化が進み、今まで以上に改修、更新、投資の必要性が高まると考えられ

るため、中長的な視点に立ち、なお一層の効率的で効果的な経営により、健全で持続可

能な事業を行っていただきたい。なお、水道および下水道事業会計の審査状況につきま

しては２３ページから３４ページに、審査に係る意見は３６ページに記載しております

のでご参照ください。報告は以上です。 

○議長（安藤克彦議員） 

日程第２７、議案第６７号長与町教育委員会委員の任命についてから、日程第２９、

議案第６９号長与町農業委員会委員の任命についてまでの３件を議題とします。ただ今

一括議題とした議案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それではただ今一括議題となりました議案第６７号から第６９号につきまして提案理

由を申し上げます。初めに、議案第６７号長与町教育委員会委員の任命につきまして。

長与町教育委員として、平成２９年１０月から２期８年間にわたり長与町教育行政の推

進のためにご尽力いただいております仁田千都子委員の任期が今月末をもって満了いた

します。私といたしましては、引き続き長与町教育委員として任命したいと考えており

ますので、ご提案を申し上げ、議会の同意をお願いする次第でございます。仁田氏につ

きましては吉無田郷にお住まいでございます。これまで町の母子保健推進員などの活動

にも従事されました。現在は民生委員推薦会委員、奨学資金運営委員会委員を兼任され、

教育関係に深い理解と意欲をお持ちの方でございます。人格、識見ともに長与町教育委

員として適任者であると確信しておりますので、ご同意を賜りますようよろしくお願い

を申し上げます。 

続きまして、議案第６８号人権擁護委員の推薦につきまして。平成２９年１月１日か

ら現在に至るまでの３期９年、人権擁護委員としてご尽力を賜りました佐野浩子氏の任

期が本年の１２月末日をもって満了となりますが、再度法務大臣に推薦したいので、人

権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものでございます。佐野氏

は長与町の男女共同参画推進委員会、まち・ひと・しごと創生推進会議、総合開発審議



会などの委員として、多様な分野でご活躍をされている方でございます。人格識見が高

く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深いご理解のある方と確信をしておりま

す。ご推薦くださいますようよろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第６９号長与町農業委員会委員の任命につきましてでございます。

本議案は、農業委員会委員に欠員が生じたため、委員の補充を行うもので、委員に際し

まして農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定によりまして、議会の同意を求め

るものでございます。なお、新委員の任期は令和８年７月１９日まででございます。坂

本謙二氏は、平成２９年７月から令和５年７月までの２期にわたり農地利用最適化推進

委員を務められた経験があり、今回改めて地域から推薦を受けた方でございます。また

地域を代表する農業経営者であり、白津地区実行組合長として活躍されるなど、地域の

信任を得ている方でございます。人格が高潔で農業に関する識見も有しており、法令業

務の執行や農地利用の最適化の推進を図るためには必要な方と確信しておりますので、

同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

以上で本日の日程は全て終了しました。明日も定刻より本会議を開きます。 

本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

（散会 １０時２1分） 


